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　泉南市子どもの権利に関する条例は

国連の「子どもの権利条約」に基づい

ています。権利条約は、世界中の子ど

もたちすべてが持っている権利につい

て定めていますが、大きく分けると 4

つの権利になります。

　5 月の子ども会議では、子どもが大

きくなるまでに必要なもの・ことにつ

いて考えましたが、6 月の会議では、

子どもたちが考えたひとつひとつのこ

とが、とても大切にされる 4 つの権利

であることを学びました。

○生きる権利

　子どもは、食べて、服をきて、お風

呂に入って、信頼できるおとなのもと

で、安心して寝ます。病気やけがをし

たら、治してもらうことができます。

これは、生きていくうえでとても大切

なことです。このことを「生きる権利」

といいます。

○育つ権利

　子どもは、遊んだり、勉強をしたり、

好きな事に打ち込んだりします。人間

として大切にされ、自分らしく育ちま

す。このことを「育つ権利」といいます。

○守られる権利

　子どもは、虐待を受けたり、不正に

働かされたりしません。心や体に障が

いがあっても、個性や誇りが傷つけら

れてはなりません。仲間としてともに

生きていくことができます。これを「守

られる権利」といいます。

○参加する権利

　子どもは、自分に関係のあることに

ついて、自分の意見を言ったり、聞い

てもらったりすることができます。グ

ループを作ったり、社会の活動に参加

したりすることができます。これを「参

加する権利」といいます。

　学習した子ども委員のひとりは、「子

どもの権利がたくさんあって、びっく

りしました。なので子どものころに思

いっきり学んで楽しむことが大切だと

思いました。」

と感想を述べ

ていました。
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人形劇団クラルテが
やってくる！
 大人気の「人形劇団クラル

テ」の公演です。家族みんな

でご参加ください！

【とき】8 月 29 日㈯午後 2

～ 3 時

【ところ】樽井公民館

【対象】4 歳以上～おとな

【内容】「ふうふうぱたぱたあー

うまい」「三びきの子ぶた」

【定員】150 名

【参加費】無料（入場整理券

が必要。8 月 8 日㈯午前 10

時から樽井公民館１階窓口で

配布。ひとり 3 枚まで）

夏休みわくわく科学教室
　あつ～い夏に、つめた～い

ドライアイスで遊んでみまし

ょう。シャーベットだってつ

くれるよ。 

【とき】8 月 22 日㈯①午前

10 時～ 12 時②午後 2 時～

4 時 

【ところ】①西信達公民館②

信達公民館 

【対象】小学3年生の児童（きょ

うだい・保護者の見学もでき

ます） 

【定員】各回 50 名 

【参加費】ひとり 100 円（教

材費） 

【申込み】往復ハガキで往信

は希望場所（①②のいずれ

か）、郵便番号、住所、参加

者全員の氏名（ふりがな）、 

電話番号、性別、学校名、返

信は自宅の郵便番号、住所、

保護者の氏名を明記の上〒

590-0521 泉南市樽井 6-11-

16 樽井公民館「わくわく」

係へ。8 月 13 日㈭必着 

チリメンモンスターを
さがそう！
　チリメンモンスターとは、

ちりめんじゃこの中に混ざっ

ている、小さな魚やエビ・カ

ニ・貝などの生き物のこと。

田中正視さんと一緒に、その

モンスターたちを探して遊び

ます。どんなモンスターが見

つかるかな？ 

【とき】9 月 5 日㈯午後 2 ～

4 時

【ところ】樽井公民館

【対象】子どもからおとなま

で（小学 3 年生以下は保護

者同伴）

【講師】田
た な か

中正
ま さ み

視さん

【定員】50 名（多数の場合

は抽選）

【参加費】無料（返信ハガキ

を持参）

【申込み】往復ハガキで往信

は郵便番号、住所、参加者

全員の氏名（ふりがな）、電

話番号、年齢、性別、学校

名、学年を、返信は自宅の郵

便番号、住所、氏名を明記の

上 〒 590-0521 泉南市樽井

6-11-16 樽井公民館「チリ

モン」係へ。 8 月 26 日㈬必

着

夏休み自習室を一般開放 　
　夏休みの間も、樽井公民館

と西信達公民館の一室を自習

室として開放しています。

【ところ】樽井公民館（午前

9 時～午後 5 時）、西信達公

民館（午前 9 時～午後 4 時）

両館とも月曜日は正午まで。

祝日・火曜日は休館日

【対象】どなたでも

【申込み】公民館使用申請書

を提出してから、利用してく

ださい

【その他】空き部屋がない場

合は、開放できません。開放

状況は、各館にお問合せくだ

さい

【問合せ】樽井公民館、西信

達公民館（☎ 483-9270）

★樽井公民館（☎ 483-4361）
泉南市ウェブサイト＞教育・文化・スポーツ＞文化




